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1，　 ま え が き

　建設 工 事 で は，振動 ・騒音，地盤変動な どが 発生す る 。

こ れ らに 起因す る住宅 の 被害 は，住 民 に不 利益，損失ま

た は 損害を与 え る。こ の 不 利益，損失 お よび 損害に 対 す

る補償を建設 工 事全般 で は 損害 補 償 と呼 び，特 に公 共 工

事 の 施工 に よ る もの は事業損失補償 と呼 ば れ，注 宅 被 害

の 発生状況は 公共工 事 に お け る事業損失補償の 処理状況

を 通 じて 大略を把握す る こ とが で き る 。

　本論文 で は，事業損失 補償の 処理状況を分析す る こ と

に よって，建設 工 事 に 伴 う住宅の 被害 の 特 徴 と規 模 の把

握を試 み た 。
こ れ は ，公 開さ れ て い る デー

タ
1），2｝に 基 づ

い て 被害状況を整理 した もの で あ る 。 次 に，建設 工 事 に

お け る住 宅 の 健全性評価 （被害評価） と補修 の 現状 の ア

ウ トラ イ ン を示 した。ま た ， 実際の 現場調査デ
ー

タ に 見

られ る建設工 事に伴う地 盤沈下 に 起因 した住 宅被害 の 特

微 に つ い て 触 れ た。

2． 建設工 事に伴 う住宅被害の 実態

　図
一 1 は事業損失補償の 処 理状況 を示 した もの で あ る。

事業 の 種類
・類型 とは，事業損失の 原因 とな っ た建 設 工

事 の 工 事種類 の 区分 と事業損失 の被害形態 を 過去の 処理

事例か ら類別 した もの で ある。図
一 1に よ る と住宅 被害

の 発生件数 は ，工事振動，電波障害，水枯渇，地盤変動

交
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図
一 1　 事業 損失の 類型別 処理 状況
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一2　 処 理 件 数 と補償額 の 経．年変化

　 　 　 　 　 （地 盤変動 に よる もの ）

の 順 に 多い こ とが わ か る。基礎工 事 に関係が深 い もの と

して は，地 盤 変動 ，水 枯渇が 大部分 で あ り，工 事振動 も

含まれる。図
一 2 は ， 地 盤変動に起 因 す る 処理 件数等 の

経年変化 を 示 した もの で ある。こ こ で い う処 理 件数 は，

同
一

原因 に よ り発 生 し た発生地 域全体 を 1件 と し，ま

た 被 補 償者数 は対象 と な っ た被補償者の 総数を表 す。

　表
一 1は ，事業 の 種 類 と類型 の 関係を 示 した も の で あ

る。地 盤変動 に よ る 処 理 件数 は，全 体 の 15％程度 で あ

るが ， 処 理 に要 す る 日数が多い の が 特徴的 で あ る 。
こ れ

は地盤変動 に よ る住宅被害の 大 半 が 物的損害 で ある こ と

に よ り，修復 に 要す る費用を個別 に 具体的 に 判断 して い

る た め で ある。そ の ほ か の 要 因 に よ る もの を 含 め て 処 理

に 多 大 な 日数 を要する理由 と して ，   事前調査 が 不 十分

で あ っ た た め に被害に 係 る確認 に 時間を要 す る こ と， 

受忍 の 範囲および修復 の 程度 にっ い て の判断基準が特 に

な い こ と等 が 指 摘 さ れ ，こ れ に対 し建設省 で は 昭和 61

年 に事務処理 要領 を制定 した。表一 2は，こ の 種の 環境

保全 に 係 る法，条 例 等 を示 した もの で あ る 3）・4）
。

3．　 住宅の 被害調査と補修

発 生 した 障害 に 対す る 補償 に 関 して は，民 法 第709 条
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表一1　 事業 の 種 類 と類型 との 関係

一ヒー
　 平成 6年 度処 理 件数 　　 工 事振動 工 事騒 音　 交通 騒 音　 水 枯渇 　 水 汚 濁　 地 盤 変動　 電 波障害

　 『『 ．
一

．
日照 阻害 　．そ の 他 　　全 　体广一 ．

　 道　　　 路 122 1　 　　 　　 31　 　　 　 51 3　　　　　 23　　　　　　 44 9　　　　　 12296『 　
　 河川

・
ダム

・
港湾 164 3　　 　　 　　 0　 　　 　 62 H 　 　　 　　43　　 　　 　　0

　　 ．
0　　 　　 　 9292

　 　 　 住　 　　宅一．一 19　 　　 　　 　 D　　 　　 　　 O　　 　　 　 3 0 0　　 　　 　 92　　 　　 　　 0　　 　　 　 0114 　
　 　 　 鉄　 　　道一．．一

・

．一ギー ＝匚奪
4　　 　　 　　5　 　　 　　 　 2 1 25

　　1ヒ．
下 　水　道

　 3．．
茄 。　　 o 20

03

51　　 　　　 3 0 2 118

農　　　地 54　 　　 　　 　 1 0 51 10 19　　 　　 　　 1 o 11147

そ 　の 　他　 　　　　　71 2 0 16　 　　　 8 11　　 　　　 84 o 12　 　　 　204

平成 6 年度計　　　　　472 13 31 207　　 　　 35 151　　
．
　 229 ， 11 47　 　　 1196　　 1

S60 −H 元 年度 件数平均 旨　 328 13 52 277 43　 　 　 　 249 211 　 　　　 　 23 50 　 　　 1246’

S60〜H 元年度 比率　　　　 26 ％ 1％ 4％　 222 ％

　　　　　．　
3 ％　　　 20％

一 1
　 　17％

一一「
2 ％

　　　　　　
4％　 1　 100％

H2 〜H6 鞭 件数蟄 キ ．386
2D 　 　　 　　 36　 　　 　 215 32　　 1　 172 212　　　　　　　　20　　　　　　　54　　　　　1145

　 　 　 　 　 　 　 　 1

H2 〜H6 年 度比 率　 　 　 　 　 34％1 2％　 　 　　 3％ ⊥」19％

　 296

3％　　 　 15％ 19％　　　　　　　　2％　　　　　　　5％　　　　　10D％

1Q年間処理 日数平均　　　　300 187　 　　 　 418 262　 　　 　 410 231　　　　　　　454　　　　　　 235　　　　　　3｛｝3

表一2　 環境保 全に 係 る主 な法 お よび 条 例

　　　内

，予 測 およ び評 価の た めの 基本的事項 につ い て

地盤沈下防 止対策の 推進 に つ い て

容 通　達

価の た めの 基本的事項 につ い て ［昭 和五 九環審

［昭和 五 一年法

年 　度

［昭 和五
一

総理府 令第五八 号」

［昭 和五 六 閣僚会議決 定］

各省庁通知
公 共 事業 に 係 る工 事の 施 工 に 起因 する地盤変動等 に よ り生 じた 建物等 の 損害等 に係

る事務処理 要領の 制定 につ い て
［昭 和六 一建設省経整 発二 二 ］

の 損害賠償の 請求権 が 基本 と な っ て お り，環境

要 領 （東京都建設 局）
5），損 害 調 査 業 務 マ ニ ュ

（横浜市下水道局）
6｝等，具体的な調査方法を示

い る地 方自治体もあ る 。

　建設工 事 に おけ る周辺 へ の 環境保全対策 の 基

順 は，

　〈1） 工事 前 の 現 状 把 握

　   　工 事後の 実態把握

　（3） 損害の 因果関係の判定

の 三 つ で あ り，建設工 事 との 因果関係が 認 め

られ る場 合 に補 償額 の 算定や 和解交渉が な さ

れ る。

　 公 共 事業 で は，起業者サ イ ドで図
一 3 に例

を 示す よ うな 処理 フ ロ ーを用意 し，事務処 理

要領が定 め られ て い る場合が多い。一
方，民

間 工事 の 場合 は，日照，振動 ・騒 音，電 波障

害 な どに 関す る地域住民 との 個別 の 協定書が

あ る場合 を除 き，特 に規 定 が な く，施 工 者 の

自主性や地域住民 の 関心 の 度合 い に 依存 して

い る よ うで あ る 。

　 3．1 環境保全 の た め の 調 査 ・
計測 の 項 目

　　　　 とそ の 頻 度

　建設 工 事 に おけ る環境対策 は ， 建物等 へ の 被害 の 要因

とな る 工事施 工 中の 振動 レ ベ ル の 計測，地盤変動，地 下

水位 の 計測，建設 工 事前の 周 辺建物の 現 況 調査 （事前調

査） お よ び工 事完了 後 の 損害の 確認調査 （事後調査）等

に よ っ て 行 わ れ る 。 各起業者 で は，こ れ ら調査 ・計 測

（以下調査等） の 項 目をは じめ環境保全全般 を と らえ た

環境調 査要領等5）・6）を作成 し，調査項 目 とそ の 頻度を定

ヱ6

図一3　 事業 損失処 理 フ ロ
ー

（例 ）

め て い る が，建設工 事全体で は工 事 の 形 態 が 様 々 で あ る

た め，必 ず し も統
一

的 に行わ れ て い る わ け で は な く，施

工 管理 上 の 項 目と して 必要 に応 じて 実施 さ れ る ケー
ス が

多 い 。

　 3．2 調 査等 の 実施 さ れ る 範囲 と 調査方法

　前項 と同様 に 調査項 目が あ る 程度特定 さ れ て い る起業

者 で は，束京都建設局の よ うに
一

律 に調査等の 実施 す べ

き範囲 を定め て お り ， 工 事 施 工 箇 所 よ り お お む ね 30m

土 と基礎，47− 4 （495）
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表一一3　 現場調査項 目

調　査 　項 　 目 調　 　　 査 　　 　 内　　 　 容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一广一．．
　　 建物概 要ほか 所在地

・
使 用者

・
所有 関係等 およ び媾造，規模，用途繕過年数 等建 物の 概要 につ い て調査一广．

　　 現場状 況 立地 条件
・
工 事施工 箇所 との 位置関係 等に つ い て 調 査

外壁 面の傾斜 〔下振 り〕　　　　　 原則 として 四 隅 8 方 向

建物 の 傾斜測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
柱傾斜測定 〔下振 り〉

　　　　　　　　　．．广
原則 と して 全部の柱

水平測定
水盛 管に よ る測定 （1 ・2 階各 7〜8 点程度）

水平 器に よる測定 U 階 床面に おい て工 事 に 直行 ・平 行の 2 方向）

外壁面 外壁 面の 仕 トげ お よび 亀裂，浮 き ，は らみ の 状 況

室内壁面 各室 の 内壁 仕 Eげ お よび 亀裂，隙 間 ，浮 き，剥 が れ の 状況

建物 各 部分 の 状況 調査

写 真撮 影お よび ス ケ ッ チ な ど
内部床 各室の床仕上 げ お よび 不陸，隙間，浮 き，剥 が れの状況

1　 天井面
1

各室 の 天井面の 仕上 げお よび剥 がれ，しみの 状況

建 具 すべ て の 建具の 開閉 具合の 状況
一

堀，門柱 2〜3m ごと に 1 箇所傾斜 の 測定 と亀裂，目地 切れの状 況

外溝工 作物

　　　　　　　　　　　　　　… 土 間 ，犬走 り 亀裂，剥 が れ ，浮 き，隙間 等の 状況

必 要 な作 成 調査資料
…  調 査一欄表，  家屋 工 作物現況 図．  写 真説 明 表，  写 真

程 度 の範 囲 と して い る 5〕。ま た
一

律 に取 決 め て い な い ケ

ー
ス で は ， そ の 工 事内容 ご とに 影響範囲を 想定 して 調査

範囲を決定す るが，一
般的 に は掘削工 事 に 関連す る調査

が 多い た め，掘 削位置 か ら安息角 （45°

）の 範囲 を調 査

範囲 と し て い る。ま た，建設省
・
東京電力

・
首都高速道

路 公 団 で は近 接 施 工 の 要 領 を 作 成 し，工 事内 容 ご とに そ

の 影響 の 範囲に つ い て 指針 をま とめて い るもの もあ る
7〕。

こ れ ら調査等の 内容に つ い て も ま た，調査要領で定 め ら

れ て お り2）・5）・6），事前
・
事後調査 で は，建物 の 間取 り，

柱
・
床 な どの 傾斜測定，壁

・
建具 な どの 現況 の 写真撮 影

な どを行 う。 表一 3に ，一般 的な 調査内容の 概要を示 す。

　 3．3 被害調査 と修復

　工事完了後，被害発生 の 申 し出家屋 に つ い て 事後調査

を実施 し，その 結果 と被害発生の 原因 となる 振動，地盤

沈 下，地 F水 低 下 の 計 測 結 果 を も とに建設 工 事 との 因 果

関係 を検討 し，因果関係 を有 す る 損害 に つ い て 補償事務

処理 （補償額 の 算定，和解交渉 な ど）が行わ れ る 。 損害

に つ い て は ， 現状回復 を 行う こ と を原則 と し，それに要

す る費用の 算定 を行 うが，現状 回 復の 方法 と して は， 

損傷箇所 を修 復 す る方 法，  建物等の 搆造部 を矯正 した

うえ で 損傷箇所 を修復 す る方法，  建物等を復元 （築造

替 え）す る方 法 とに大 別 され る 。 また 東京都下水道局や

建設省の よ うに ，調査要領 に おい て，基礎 ・床 ・壁など

の 個別の 部位 ご とに細 か く修復基準を設 け て い る ケー
ス

もあ る 2〕・3）。

　現状 回 復の 方法 の 中 で ，建物 に構造的な損傷を伴 っ て

い る場 合 に，構造 部の 矯正 （沈下 修 正 ）が 必要 とされ る

が，その 許容値 とい っ た 数値的な判断基準は明確化され

て い な い 。しか し，一
般的 に は，実際に 建物を使用 す る

場合の 機能的 な面 と建物 の 損傷程度 を勘案して総合的 に

判断 され て い る よ うで あ る 。 日本建築学会 の 建築基礎設

計指針
8）に は建物全体 の 傾斜 に対す る許容値は 示 され て

い な い が ，局所的 な 変形角に っ い て は，CB，　S，　RC 造 に

つ い て 即時沈下 の 許容値 を 支持地盤別 に 傾斜角 ＋ 0，3〜

0．7 × 10−3rad と して い る 。 しか し同 指針 に は 木造 に つ

い て の 許 容 値 は 示 さ れ て い な い 。芳賀 ら9）は ，小規 模建

築物 に 対 して 傾斜角 の 構造的 な 許容量 を5．0 × 10
−3rad

と して い る 。

　補償額は損傷箇所 の 数量 に よっ て 積上げ式 に 算定され

るた め，損害内容 に よ つ て 大 き な 開 き が生 じる が，沈下

修 正 を必 要 と す る 修復 の場合，延 べ 床面積 に対 して 7〜

10万 円／m2 程 度 の費用 を 要 す る 。 ま た 補償の 実行 は 原

則的 に は金銭補償で ある が，損害程度 が 小さい 場合 （お

おむね10万 円以下程度）は ，直接補修 工 事 を行 うケ
ー

ス が 多 い。こ れ らの 補償額算定の 単価 は 起業者 が 独自の

修復単価表 を設 け て い る か，も し くは
一

般的 な 単価 に施

工 条件 を考慮し割増 しを行 い 適時使用 して い る 。

　3．4 事後調査に見られる被害状況

　以 上 の よ うに して 行 わ れ た都内 お よ び近 郊 の 103現 場

の 建設工 事 （下水道，河川，建築工 事等）の 事前家屋調

査7422 棟 に つ い て ，工 事 完 了 後建 物 所 有 者 よ りの 被 害

発生 の 申し出状況をま とめた もの が図
一4 で ある。こ の

中 で修理 家屋 とは，建設工事との 因果関係が 必 ず し も明

確で な い もの や，内容 が軽微なもの をさし，また 事後調

査家屋 とは 建設 工 事 と何 らか の 因 果 関 係 が 認 め られ 被害

の 実 態調 査 を行 っ た もの を さ す。図 か ら明 らか な よ う に，

　　
一
　 7、422棟 （100、0％） 囲 被害なし　5．125棟（69珊

驤 調査 壓 、、。，、，。 修理 家 屋 一。1棟、璽110000

1000

　 　 iOO
掌

10

1

開削　シ
ー
ルド　護岸　 建 築 共同溝 造 成

　 　 　 　 　建設工 事 （工 種）

　 図一4　 被害発生 の 状 況
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図一5　 距離／ 掘 削深 さと基礎 の 損傷 の 関係

事前調査を行 っ た 件数 に対 し事後調査 が行 わ れ た建物は

20％ に及 び，その ほ とん どに修理を要す る被害 が 見 ら

れ た。な お 図中の 共 同溝 お よ び造成 の 丁 種 で は修理家屋

に 関す る調査結果 が得 られ て い な い 。

　地 盤 変動 に よ る建 物 の 被 害 は，基礎の 損傷 を 介 し て 発

生する と考 え られる。そ こ で 事後調査 を 行 っ た 103棟に

つ い て ， 建設 工 事 の掘削深 さ と建物まで の 距離 と基礎 の

損傷 に つ い て の 関連 を ま とめ た もの が 図
一 5で あ る。影

響範 囲 と され て い る掘 削位置 よ り45
°
の 範囲，すな わ ち

工 事位置 か ら基礎 ま で の 距離／掘 削 深 さ が ID 未満 の 範

囲 に発生件数 の 80％が見られた。しか しな が ら， 掘削

深さの 1．2倍以上 の 距離に あ る基礎に も損傷が 生 じて い

る ケ
ー

ス もあ る。工 事 に よ っ て は よ り広範囲 に わ た り地

盤沈下 が 発生 す る 場 合
1G ）も あ り，ま た 建物上 部構造 や

基礎構造等の 種類 に よ っ て も被害の 有無 が 左 右 さ れ るの

で，影響範囲 に つ い て は さ らに 調査研究を進め予測精度

を高めて 行 く必要 が ある 。

4， 建設工 事に伴 う地盤沈下に起因 した住宅被

　　害の特徴

　地 盤変動 に よ っ て 建物 に 障害が発生する際，同時期 に

建物周辺 に 地盤変動 が 現れ た と思 わ れ る数々 の微候 を 見

出す こ とが で き る。こ こ で は，実際 の 工 事 に おけ る調査

結果 に 基 づ き，建設工 事 に伴 う地 盤 沈 下 に起 因 した 住 宅

被害の特徴 につ い て考察 した。調査対象 は，道路掘削工

事 に おい て 地盤沈下 に 起因 した 障害 が 確 認 さ れ た，在来

工 法 お よ びツ
ーバ イ フ ォ

ー工 法 の 住宅56棟 で あ る 。 図

一 6は地盤沈下 に伴い 住宅本 体建物以外 の工 作物 に現れ

た 被害を 種類別 に 百分率 で 示 した もの で あ る。地 盤 沈 下

に 起因す る被害 を受 け た 住 宅 の ほ とん どで 土 間 コ ン ク リ

ー
トあ る い は塀 に 亀裂や 隙間が 発生 して い るの が特徴 的

で あ る。図一 7は，同 じ調査対象住宅本体 の 建物 に発生

した 障害 の 種類 と割合 を示 した もの で あ る。被害は，建

付 け 不 良 す な わ ち 戸の 開閉障害 と外壁 の 亀裂が 全 体 の 約

半数 を占め て い る 。

5．　 ま　 と　め

本論文 は，事業損失補償の 処理 状況を 分析するこ とに

ヱ8
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IZ土 閤コンクリ
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図
一6　建物周辺 に現 れ る障害

団建 付不 良
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日内 壁隙間チIJ切レ
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ロ 基礎亀裂

□床 隙間
・
亀裂
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10％

16

13％ 1％
25％

　 　 11％

図一7　 上 部構 造 に 現 れ る障害

よって，建設 工 事 に 伴 う住宅被害の 特徴 と規 模 の 把握 を

行 い
， 併 せ て建設工 事に おけ る 住宅 の被害調査 と補修 の

ア ウ トラ イソ を示 した もの で あ る 。 ま た 地 盤沈下 に起因

した 住宅被害の 特徴に つ い て も，実際の 調査結果 に基 づ

い て 考察 した。建設工 事 に 伴 う過去 の 事業損失補償 の処

理 状況 や ， 工事前後の 調査結果を詳細 に 分析 す る こ とに

よっ て，住宅被害 の 要因の 程度絞込 み を行 うこ とが で き

た 。 今後は，こ れ らの 要因をさらに 詳細 に 分析 し，住宅

建物 お よび 基礎 の 構造に よ る 影響や，数値解析を用い た

工 事 に伴 う地 盤変動 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 等，従来取 り入 れ

られ て い な い 評価法 を 工事影響評価に 取 り入 れ て ゆ く必

要 が あ る と考 え る。
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